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動物愛護をめぐる課題（２）
多頭飼育崩壊への対応のあり方
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現在，深刻化している多頭飼育崩壊に至る過程を踏まえ，初期対応実施による飼育モデルを

作成した。飼育における初期対応が後の多頭飼育を回避することになる。また，多頭飼育に

陥った場合，飼養者本人だけでの対応には限りがあるので，啓蒙・勧告・相談・支援等の多様

な対応をチームで行う必要があることが明らかにされた。これまでに得られた知見をもとに，

対応モデルを作成した。
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�．は じ め に

現在，愛玩動物の数は１５歳未満の子どもの数を上回る

といわれており，動物は人間が心豊かな生活を送るうえ

での「伴侶」ともいえる存在になっている。

このような社会の状況に伴い，「動物の愛護及び管理

に関する法律」は，２０１２年（平成２４年），「動物愛護管理

法」として改正された。改正点のおもなものとしては，

動物愛護管理法の目的，基本原則に「健康及び安全の保

持」および「人と動物の共生する社会の実現」が追加さ

れたこと等があげられる。

また，「動物愛護管理法」には，所有者の責務とし

て，「逸走防止，終生飼養，繁殖制限」が追加された。

飼い主は飼養動物を保護し，飼養動物の繁殖を管理し，

最期まで責任を持つことが明記されたのである。

近年，深刻化傾向にある多頭飼育崩壊に関しても，

「動物愛護管理法」の中に定められた。

また，環境省では，「動物愛護管理法」に則したパン

フレットも複数出されており，多頭飼育崩壊への対応に

努めている。

筆者らは，近年の動物愛護に関する状況の中でも，特

に多頭飼育崩壊の問題に着目し，「動物愛護をめぐる課

題（２）多頭飼育崩壊の背景と変遷」で，多頭飼育崩壊の

変遷と要因について検討した。その結果，飼育動物の避

妊去勢手術の未実施が直接的な要因であるが，飼養者本

人の抱える問題や人間関係等，複雑な要因が影響してい

ることを示した。本稿においては，さらに，多頭飼育へ

対応について検討するものである。

�．方 法

本研究においては，２０１２年５月～２０１４年３月までの環

境省のホームページおよび環境省から発行されている資

料，新聞や雑誌・インターネットでの多頭飼育関連記事

等を対象に，多頭飼育に関する対応について調査し，内

容を分析した。また，２０１２年５月～２０１４年３月にかけ

て，全国の動物愛護団体や動物保護ボランティア８６名を

対象にインタビュー調査を行い，その内容を分析した。

これらから，多頭飼育崩壊への対応のあり方について

検討し，対応モデルを構築した。

�．多頭飼育への対応

１．審議会等における多頭飼育に対する意見

「動物愛護管理法」の改正にあたり，多頭飼育の適正

化に関して意見を求めた。

「多頭飼育が不適正飼養や悪臭・騒音。逸走等周辺の

生活環境への悪化につながり，苦情の原因ともなってい

るので，韓国や措置命令を発動しやすくして行政の関与

を増すべきではないか。また，多頭飼育に対処するため

には，問題を未然に防止する観点から，届け出制を導入

して行政が把握できるようにすべきではないか」という
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課題に対し，主に以下の二つの論点から議論された。

（１）多頭飼育現場における適正飼養の確保のため，行

政の権限をどこまで拡大すべきか。

（２）多頭飼育者の届け出制（たとえば１０頭や２０頭）等

の新たな規制を導入すべきか。

この二点の論点に対し，審議会における議論は下記に

示す通りである（資料１）。

愛護団体，自治体，獣医師，学識経験者と立場は異

なっても，多頭飼育事案は深刻な問題であり，多頭飼育

の規制や早期介入の必要性について，意見の一致をみて

いる。

また，パブリックコメントの結果は以下のとおりであ

る（表１）。規制すべきまたは規制を強化すべきという

意見が，現行のままを大きく上回る結果となった。

多頭飼育に対しては，何らかの規制が必要な時期にあ

るといえよう。

これまでは，行政が動物の飼い主と近隣住民間との間

に入って話し合いの仲立ちをするにとどまっており，飼

い主が従わない場合に法的強制力をもって解決を図るの

は困難であった。

２．環境省のパンフレットにみる対応

環境省から出されているパンフレット等については，

その主なものを以下に示した（資料２）。

子ども向けパンフレットも含め，だれにとっても読み

やすくわかりやすい資料が用意されている。

これらのパンフレットは環境省のホームページからの

ダウンロードも可能であり，一般飼養者が入手しやすい

ようになっている。

「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

〈一般飼い主編〉」では，多頭飼育に関する記述を「た

くさんの動物を飼う場合」として示している（資料３）。

また，一般飼養者向けの，飼養に関するパンフレット

にも多頭飼育を防ぐための記述がみられる（資料４）。

たとえば，「捨てず増やさず飼うなら一生」では，「きち

んと世話をできる数にしましょう」という見出しの記事

資料１ 多頭飼育に関する審議会における議論 資料２ パンフレット一覧

表１ パブリックコメントの結果
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の中で，述べられている。

さらに，「もっと飼いたい？」は多頭飼育の問題をと

りあげたパンフレットであり，複数飼育や多頭飼育につ

いて考えさせるものとなっている。多頭飼育崩壊そのも

のについての記述もある（資料５）。

３．行政やボランティア等の介入における対応

現在，多頭飼育崩壊に関しては，近所や地域住民から

の苦情による対応や，飼養者本人からの行政や愛護団体

への相談に対する対応が主なものである。

対応内容は多様であり，�多頭飼育動物の預かり�一
度に預かることができない場合，多頭飼育現場の清掃や

給餌給水などの環境整備�多頭飼育動物の健康状態の改
善�多頭飼育動物の避妊去勢手術の実施�新しい飼い主

への譲渡等がある。

しかし，多頭飼育が１００頭単位の大量なものであれ

ば，上記�の動物の預かり先を確保することさえ難し
い。一か所で新たに１００頭の犬猫を保護できるような施

設は無い。分けて預けるにしても，１頭ずつであれば，１００

軒の家が必要となる。

「多頭飼育された動物に罪はない」という思いで，多

頭飼育崩壊への介入に携わる人が少なくない。しかし，

一方で「どれほど保護しようとも，多頭飼育崩壊は尽き

ない」「いくら零れ落ちる水を何とかしようとしても，

蛇口を締めないままでは終わりが無い」という意見もあ

る。つまり，適正飼育をしない多頭飼育者を何とかしな

い限り，多頭飼育崩壊の状況は変わらないといえよう。

近年では，多頭飼育は「アニマルホーダー（Animal

Hoarder）」と呼ばれる一種の精神疾患の症状を呈する

動物収集癖があると考えられている１）。そのため，多頭

飼育の問題を根本的に解決するために，単に行政や動物

愛護団体やボランティア等が支援したり，動物愛護管理

法に基づいて勧告するだけでは不十分であり，社会福祉

分野の専門家であるケースワーカー等の関与も必要２）

とされている。つまり，多頭飼育への対応は，行政・愛

護団体・ボランティア・さまざまな分野の専門家等の

チームでの対応が必要といえよう。

４．対応モデルの作成

筆者らは，第１報において，多頭飼育崩壊に至る過程

モデル作成を行った。

資料３ 多頭飼育に関する記述� 資料５ 多頭飼育に関する記述	

資料４ 多頭飼育に関する記述
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そのプロセスモデルは以下のとおりである（図１）

なお， が飼養者，★は飼育動物を示した。

飼育のはじめの段階で，避妊去勢や逸走防止を実施

し，多頭飼育になりさえしなければ，飼養者が経済的に

困窮しようとも，病気になったとしても，飼育動物との

問題は小さなことで済む（図２）。

つまり，飼育における初期対応が後の多頭飼育を回避

することになるもし，多頭飼育に陥った場合，飼養者本

人だけでの対応には限りがあるので，啓蒙・勧告・相談

・支援等の多様な対応をチームで行う必要がある。

本稿では，これまでに得られた知見をもとに，対応モ

デルを作成した（図３）。

�．お わ り に

本研究において，改めて適正飼育の必要性，特に飼育

のはじめから避妊去勢実施等を行うことの大切さを知る

ことができた。

また，動物の多頭飼育崩壊への対応について検討し，

「多頭には多頭で」と考えるようになった。つまり，人

も頭数を揃えて，チームで対応しなければならないとい

うことである。
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図１ 多頭飼育にいたるプロセスモデル

（筆者らが独自で作成）

図２ 初期対応実施による飼育モデル

（筆者らが独自で作成）

図３ 多頭飼育への対応モデル

（筆者らが独自で作成）
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